
























 

 

ファミリー世帯の定住化を促進するための住宅施策と経費 

事業名 事業概要 実績 これまでに支出した経費 住宅の管理運営経費 備  考 

（１） 

区民住宅の供給 
 

（公共賃貸住宅） 

 中堅所得ファミリー世帯向け

に、優良な賃貸住宅を供給する。 

 

○民間事業者に対する建設費補助 

○住宅を２０年間借上げ 

○入居者の所得に応じた家賃補助 

 

※区に対して、国と東京都からの

補助がある。 

１６団地 

３１２戸 

７～１２年度の建設費補助額 

８２８百万円 

うち一般財源 ２４０百万円 

↓ 

↓ 

（戸あたり平均の経費） 

２６５万円 

一般財源 ７７万円 

  

１３年度 

７６３百万円 

うち一般財源 １１２百万円 

↓ 

↓ 

（戸あたり平均の経費） 

２４５万円 

一般財源 ３６万円 

  

新税の使途として検討 

 

≪１億円の税収により 

対応可能な事業量≫ 

 

①建設費補助 

 １３０戸分 

②管理運営経費 

２７８戸の一年分 

（２） 

都心共同住宅の供給 
 

（民間の分譲・賃貸住宅） 

 民間事業者等が行う良質な共同

住宅の供給を誘導する。 

 （敷地面積 300 ㎡以上） 

 

○民間事業者に対する建設費補助 

 

※区に対して、国と東京都からの

補助がある。 

５団地 

５３０戸 

７～１２年度の建設費補助額 

１，４６７百万円 

うち一般財源 ３６７百万円 

↓ 

↓ 

（戸あたり平均の経費） 

２７７万円 

一般財源 ７０万円 

  

 新税の使途として検討 

 

≪１億円の税収により 

対応可能な事業量≫ 

 

○建設費補助 

１４３戸分 

なお、優良建築物等整

備事業も類似事業とし

て検討対象としてい

く。 

（３） 

ファミリー世帯 
住み替え 
家賃助成事業 
 

（家賃補助） 

区内の良質な賃貸住宅に住み替

えるファミリー世帯に対して、家

賃の一部を助成する。 

 

※単独事業 

延べ 

１２５世帯 

に補助 

 

 

 

６～１３年度の家賃補助額 

 

一般財源 ２２６百万円 

↓ 

（世帯あたり平均経費） 

一般財源 １８１万円 

  
※新たな住宅供給に直

接つながらないため、

新税の使途とはしない

方向 



ワンルームマンションの規制、指導等に関する手法について 

分   類 名 称 等 制 度 概 要 決定・制定 
の主体 具 体 例 可能性、実効性、効果等 

都市計画法（§8）に

基づく 
用途地域規制 

都市の計画的な土地利用を実現

するために、12 種類の用途地域ご

とに建築物の用途を制限してい

る。 
 

都市計画決定 
東京都 

 ワンルームマンションを規

制できる制度はない。 
 

不可 

都市計画法（§12 の

4）に基づく 
地区計画制度 

一定地区内の地権者の合意形成

により、建築物の用途制限など、

地区独自のルールを都市計画とし

て定めるもの。 
 実効性を担保するために、勧告

制度あり。 

都市計画決定 
豊島区 

建築基準法（§68 の

2）に基づく 
地区計画区域内の 
建築制限に関する 
条例 

 上記の地区計画で定めた内容

を、建築制限として条例に定める

もの。 

条例制定 
豊島区 

世田谷区などで、住

戸面積の最低限度を地

区計画で定めている。 
 
 
 
また、世田谷区では、

地区計画に対応し、住

戸面積の最低限度を定

めた条例を制定してい

る。 

地区計画は、地域住民等の

合意形成が前提となってお

り、その上でワンルームマン

ションの制限を定めることは

可能であるが、地域が限定さ

れる。 
※条例の制定は、法的に問題

はないとされているが、こ

れまで、裁判で争われた事

例はない。 
 

地域が限定される 

法令 
に基づくもの 

建築基準法（§69）に

基づく 
建築協定 

一定の区域内の住民が、全員の

同意により、建築物の敷地、構造、

用途、形態等に関する基準を定め、

協定として締結するもの。 

認可 
特定行政庁 

 中野区では、長屋及

び共同住宅の建築を制

限した事例がある。 
 区内では、壁面線や

総合設計制度の公開空

地の担保を目的とした

事例がある。 

私法上の契約と解されてお

り、建築確認の審査対象には

ならない。 
 

地域が限定される 
実効性が担保されない 

地方自治法（§14 の

1）に基づく条例 
（権利義務規制タイ

プ） 

地方公共団体は法令に違反しな

い限りにおいて、自治体の事務に

関するものについて、条例を制定

することができる。 
権利義務に関わる規制を定める

条例。 
法令が、規制している同一事項

について、さらに厳しい規制をす

る「上乗せ条例」、法令が一定の基

準を設けている場合に、それ以外

の事項を追加的に規制する「横出

し条例」などがある。 

ワンルームマンショ

ンを規制した条例の実

例はない。 
しかし、全国一律の

基準では、地域の実情

に対応できないと考え

る自治体が独自の条例

を定め、規制を行って

きており、条例と法令

との関係が争点となっ

た裁判例は多くある。 
 

土地利用に関する条例制定

権を制約する論拠として、「国

民の財産権に対する制約の全

国的な公平性・平等性の確保」

が挙げられている。 
ワンルームマンションを規

制する豊島区独自の条例の制

定については、全く可能性が

ないとは言えないが、判例を

みる限り困難である。 
 

困難である 

条例 
に基づくもの 

地方自治法（§14 の

1）に基づく条例 
（誘導・指導タイプ、

指導要綱の条例化） 

 上記と異なり、権利義務に関わ

る規制を定めるのではなく、指導

内容や努力義務を定める条例。 
 「指導要綱に基づく行政指導」

を「条例に基づく行政指導」に格

上げするもの。 

条例制定 
豊島区 

「世田谷区建築物の建

築に係る住環境の整備

に関する条例」など。 
 ワンルーム建築物に

おけるファミリー向け

住戸の設置として、「…

○○㎡以上となるよう

努めなければならな

い。」と規定している。 

 豊島区においても、指導要

綱の条例化は検討している。 
 議会の議決により制定され

た条例であり、行政手続等少

なからず意味がある。 
しかし、上記の権利義務規

制タイプ的な条項を盛り込ま

ない限り、行政指導の域を出

るものではない。 
 
実効性が担保されない 

中高層集合住宅建築

指導要綱などによる

住戸等の規模の制限 

 全国一律の法令では対処しきれ

ない地域の課題に対処するため、

法令に根拠規定がない場合でも、

非権力的な手法として行政指導の

内容を定めたもの。 

豊島区をはじめ、各

区で制定されている。 
豊島区では最低の住

戸面積を 20 ㎡として

いる。 

広く定着しており、社会的

に無理のない範囲の指導であ

れば、受け入れられ、一定の

実効性がある。 
しかし、ワンルームマンシ

ョンについて、基準を引き上

げれば、実効性に影響が出る

可能性がある。 
 

実効性が不明である 
開発協力金の要請  実態は寄付のお願いである。 

指導要綱に基づき、計画的なま

ちづくりを進める観点から、大規

模開発等の事業者に、協力金を求

めるもの。 
開発協力金の使途を、ファミリ

ー定住化など、住宅政策等に特定

している場合が多い。 
 

指導要綱 
に基づくもの 

住宅付置の要請 上記と同様に、大規模開発にお

いて、一定の住宅付置を指導する

もの。 
 

要綱制定 
豊島区 
（区長決裁） 

オフィスなど業務系

の土地利用ばかりが増

え、人口定住化に悩む

都心区を中心に、制度

化されている。 
大規模事業者から

は、一定の理解が得ら

れ、機能している。 

 本来的にワンルームマンシ

ョンの規制を目的とした制度

ではない。 
業務系よりも住宅系の建築

物が多く供給されている豊島

区では、住宅そのものの付置

義務は採用する必要がない。 
ファミリー住戸誘導のため

の協力金や、ファミリー住戸

の付置義務として定めた場合

でも、強制力がないことから、

確実に協力が得られるとは限

らない。 
 
実効性が担保されない  

 


